
 

２ 出 願 資 格 
 
   本学に出願できる者は，次の(1)～(3)のいずれかに該当し，かつ本学の指定した平成３０年度大学入 
  試センター試験の受験を要する教科・科目を受験した者とします。 

   ただし，専門高校・総合学科卒業生入試，アドミッション・オフィス入試（ＡＯ入試），推薦入試，   
  帰国子女入試，社会人入試，私費外国人留学生特別入試については，別の出願資格（２９～７９ページ 
  参照）によります。 

(1) 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を卒業した者及び平成３０年３月までに卒業見込み 
の者 

 (2) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者及び平成３０年３月までに修了見込みの者 

 (3) 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１５０条の規定により高等学校（中等教育 

学校の後期課程を含む。）を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び平成３０年３月 

３１日までにこれに該当する見込みの者 

    (3)に該当する者は，次のとおりです。 
   ① 外国において，学校教育における１２年の課程を修了した者及び平成３０年３月３１日までに修

了見込みの者又はこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの 
② 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該 

課程を修了した者及び平成３０年３月３１日までに修了見込みの者 
   ③ 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た 
    すものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

及び平成３０年３月修了見込みの者 
   ④ 文部科学大臣の指定した者（昭和２３年文部省告示第４７号） 
   ⑤ 高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認定 
    試験に合格した者及び平成３０年３月３１日までに合格見込みの者（同規則附則第２条の規定によ 
    る廃止前の大学入学資格検定規程（昭和２６年文部省令第１３号）による大学入学資格検定に合格 
    した者を含む。） 
   ⑥ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第９０条第２項の規定により大学に入学した者で，大学 
    における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 
   ⑦ 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者で１８歳に達したもの 
 

 
３ 入学者選抜の方法                                        
    
   入学者の選抜は，次の方法によって実施します。 
     なお，本学の平成３０年度入学者選抜においては，大学入試センター試験の過年度成績利用は行いま 
  せん。 
   
  ○ 一般入試 
    大学入試センター試験，個別学力検査等及び書類審査を総合して行います。 

   個別学力検査等は，前期日程（文学部，教育学部，法学部，経済学部，理学部，医学部，歯学部，薬学部， 

工学部，環境理工学部，農学部），後期日程（文学部，法学部，経済学部，理学部，医学部，歯学部，薬 

学部，工学部，環境理工学部，農学部）で行います。（学科等の詳細は，４～５ページ参照） 

  ○ 専門高校・総合学科卒業生入試 
      （３）の（ア）（２９ページ）によります。 

  ○ アドミッション・オフィス入試（ＡＯ入試） 
      （４）の（ア）（３０ページ）～（ケ）（４０ページ）によります。 

  ○ 推薦入試 
      （５）の（ア）（４１ページ）～（コ）（５３ページ）によります。 

  ○ 帰国子女入試 
      （６）の（ア）（５４ページ）～（ク）（６９ページ）によります。 

  ○ 社会人入試 
             （７）の（ア）（７０ページ）～（エ）（７３ページ）によります。 

  ○ 私費外国人留学生特別入試 
      （８）（７４～７９ページ）によります。 
 


